
個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる
組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれる
ときは、その旨

記録情報の経常的提供先

（ 名 称 ）

（ 所 在 地 ）

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

　　法第６０条第２項第２号

　（マニュアル処理ファイル）

　　有 　　無

備考 ー

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

竹田市役所総務課

〒878-8555
竹田市大字会々1650番地

ー

個人情報ファイルの種別

　　法第６０条第２項第１号

　（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当
するファイル

1地区名、2自治会名、3対象者名、4フリガナ、5性別、6生年月日・
年齢、7住所、8救急情報シート申請情報

７５歳以上の竹田市民で介護サービス等の福祉サービスを利用して
いないため状況を把握していない高齢者

市民課に依頼し７５歳以上の市民名簿を取得する。その後、高齢者
福祉課で把握している前年度の保健福祉サービス利用状況等を突合
し、対象者名簿を作成する。

含む

同事業の委託事業者で業務に従事する相談支援員

個人情報ファイル簿

介護予防事業対象者把握事業対象者名簿

竹田市長

高齢者福祉課

介護予防事業対象者把握事業の対象者情報を提供することを目的と
する。


